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「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定等について 

（ご連絡） 

 

拝啓 平素より当協会の活動に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

今般、「令和元年台風第 19 号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方につい

て（最終とりまとめ）」（令和２年 12 月）等を踏まえて、令和３年５月 10 日

に災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所についてあらかじめ受入対

象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度

が創設されるとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」（平成 28 年

４月）が改定されましたので、資料を添付しご連絡申し上げます。 

また、令和３年度からは、地方公共団体が社会福祉法人等の福祉施設等にお

ける豪雨対策に対して補助する場合も、新たに緊急防災・減災事業債の活用が

可能となったため、当該福祉施設等が指定避難所として指定されている場合の

福祉避難所の機能の強化に当たっても積極的な活用について検討されるよう、

内閣府及び消防庁から各都道府県消防防災主管部局に対して通知が発出され

ています。 

貴支部におかれましては、地域支部および会員の皆様への周知、協力依頼

をよろしくお願いいたします。 
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